
前橋市未来創造部交通政策課  

TEL：027-898-5844  FAX：027-224-3003  

   027-898-6302  

お問い合わせ 

マイナンバーカード１枚でマイタクをご利用頂けます。 

乗車の際は必ずマイナンバーカードをお持ちください。

乗車時にタクシー運転手にマイタク利用である旨を申し

出ていただき、運転手の案内により車載機にマイナン

バーカードをかざすだけです。 

マイナンバーカードを車載機にかざすだけで乗車ができます！ 

マイナンバーカードでのマイタク利用方法… 

乗車時、 
車載機にタッチ！ 

 で ま ん ど 相 乗 り タ ク シ ー   

登録要件  

Ａ：年齢７５歳以上の方 

Ｂ：年齢６５歳以上で運転免許証（普通・中型・大型免許）をお持ちで無い方 

Ｃ：下記の①～⑦のいずれかの該当者 

  ①身体障害者、②知的障害者、③精神障害者、④発達障害者、⑤要介護・要支援認定者、 

  介護予防・生活支援サービス事業対象者（総合事業）、⑥難病患者、⑦小児慢性特定疾病 

  患者、⑧妊産婦   ※条件有り、確認書類提出必要 

Ｄ：運転免許証を自主返納した方または失効した方 

  ※免許失効前に当該免許が取消しされた方等は除く  

○身体障害者…身体障害者手帳            ○難病患者…特定医療費(指定難病)受給者証 

○知的障害者…療育手帳               ○小児慢性特定疾病患者 

○精神障害者・発達障害者…精神障害者保健福祉手帳         …小児慢性特定疾病医療受給者証 

○要介護、要支援認定者、介護予防・生活支援サービス事業対象者（総合事業）…介護保険被保険者証 ○妊産婦…母子健康手帳 

〈Ｃ区分に該当する方で登録できない方〉  
・福祉有償運送利用の登録がある方 
・身体障害者が運転しようとする自動車の改造に対する補助を受けた方 
・福祉車両の購入又は改造するための補助を受けた車両で移動が可能な方 
・運転免許取得費補助を受けた方で、現に運転免許証をお持ちの方 
・軽自動車税、若しくは自動車税の減免を受けた車両で移動が可能な方 

（※Ａ、Ｂ、Ｄ要件のいずれかに当てはまる場合はご利用いただけます） 

≪確認書類≫ 

登録に必要なもの  

①マイナンバーカード ②Ｃ要件で登録の方は上記確認書類 

前橋市に住民登録があり、次の登録条件のいずれかに該当する方が登録できます。 

市役所本庁舎１階ロビー または 大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所 のいずれか 

登録受付場所  

 マイナンバーカードに登録が必要！ 



□マイナンバーカード 

□市役所１階（マイタク特設登録窓口） 

  または 

□大胡支所 ・ 宮城支所 ・ 粕川支所 ・ 富士見支所 

当日から 
利用可能 

各窓口にて 
登録申し込み 

→ 下記１～４を参照 

平日の午前8時45分から午後５時00分まで 

土日祝日については、申し込み窓口を開設しておりませんので、ご注意ください。 

 

事前に登録したマイナンバーカードを持ってタクシーに乗車し、マイタクサービス 

をご利用いただきます。（従来の利用登録証や利用券は不要となります） 

 マイナンバーカードは、郵送で申請できます。交付申請書（平成27年11月ごろ通知カードと一緒に簡易書留

で届いています)に記入し、写真を貼付して同封されていた封筒(有効期限が過ぎていても可)に封入して投かん

してください。また、市役所や前橋市内の全４６カ所の郵便局でも申請可能です（写真撮影もできます）。交

付申請書をご持参のうえ、市役所１階特設カウンターや市内最寄りの郵便局までお越しください。 

 なお、交付申請書を紛失された方は、市民課へお問合せください。 

当日から 
利用可能 

各窓口にて 
登録申し込み 

マイナンバーカード 
受取り 

１ 登録窓口 

２ 受付時間 

３ 持 ち 物 

4 利用方法 

5 マイナンバーカードの申請は郵送でも市役所や郵便局でも申請できます。 

○マイタク制度に関するお問い合わせ：交通政策課（前橋市役所５階） 

    ℡８９８-５８４４、８９８－６３０２、８９８－６２３８ 

○マイナンバーカードの申請及び交付に関するお問い合わせ：市民課（前橋市役所１階）  

    ℡８９８－６１０１ 

上記１～４を参照 

↑ 

↓ 

下記５を参照 

紙の利用券でマイタク 

をご利用の方 

マイタクの登録がない方 

マイナンバーカード 
交付申請 

紙の利用券でマイタクを
ご利用の方 

マイナンバーカードでのマイタク登録について 

マイナンバーカード 

を持っている方

マイナンバーカード 

を持っていない方

マイタクの登録がない方 

＊ カードをお持ちでない方は取得する必要があります。 
＊ ７５歳未満の方で、C条件（障害者、要介護者等）で登録の方は、確認書類（身体障害者手

帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、特定医療費(指定難病)受給
者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、母子手帳）をお持ちください。 

※マイナンバーカード申請時に本人確認を行うことで、後日、一般書留または本人限定郵便でマイナンバーカード 

 を自宅に郵送できるようになりました。この際にマイタクの申請を同時に受け付けることも可能です。 

（市役所１階マイナンバーカード総合支援窓口、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所。この申請方法の場合、代理

人の申請は不可） 



マイナンバーカードでのマイタクの乗り方 
 

 

その① タクシーを呼ぶ 
 

下記のタクシー会社のいずれかに予約（市内の駅や病院に待機している下記会社の車両でも利用可能） 
 
 

 
 

 

その② 乗車時にまずマイナンバーカードをタッチ！ 
        
               

 

 

 

 

 

その③ 運転手に行き先を伝える 

その④ 目的地に着いたら精算 

その⑤ 翌年度分は自動で更新 

 タクシー会社名 （市外局番は027です） 

    

    

    

    

    

乗車時、 
車載機に
タッチ！ 

翌年度分は 

自動更新！ 

タクシーに乗車したらはじめに、マイタクを使うこと

を運転手に伝え、タクシーの車載機に忘れずにマイナン

バーカードをタッチしてください（降車時には利用でき

ません）。また、タッチ後のキャンセルはできません。 

 

※残りの利用回数は、タッチした際、画面に表示され

るほか、音声でも案内されます。 

普通のタクシーと同じように、運転手に行き先を伝えてください。あとは、目的地までらくらく移動。 

 

手荷物やマイナンバーカードなど、忘れ物が無いかよく確認して、タクシーを降りてください。 

翌年度分のマイタク利用回数は、翌年度の４月１日以降の最初にマイナン

バーカードを車載機にタッチしたときに、自動で更新されます。 

 
（注意！）※前年度分の繰り越しはありません 



 

 

 
 

 

Ｑ１ どの時間帯に利用できるの？ 

Ａ１ 午前７時から午後７時までが利用可能時間（市の支援対象）となります。 

なお、土日祝日を含めて、週休日はありません。 

Ｑ２ 運行エリアは限定されるの？ 

Ａ２ 前橋市全域が基本となります。 

また、乗車地か降車地のいずれか一方が前橋市内であれば、市の支援の対象とします。 

Ｑ３ 利用するときにはどうすればよいの？ 

Ａ３ 一般のタクシーと同様に表面の前橋市内のタクシー会社に直接予約してください。 

（利用方法は一般のタクシーと同じです） 

なお、前橋市内の病院や駅などに待機しているタクシー車両には、予約なしでご利用いただ

けますが、市外から戻る場合には、前橋市内のタクシー会社に直接予約してご利用くださ

い。 

Ｑ４ 利用するときには、何を持ってタクシーに乗るの？ 

Ａ４ マイタクが登録されたマイナンバーカードを持ってタクシーに乗車してください。 

Ｑ５ 市からの支援は何回でも受けられるの？ 

Ａ５ １人１日２回まで利用可能です。  

Ｑ６ 他の割引と併用できるの？ 

Ａ６ 福祉ハイヤー利用券、障害者割引、運転経歴証明書を提示していただくことで、各種

割引との併用が可能です。 

Ｑ７ 支援の内容はどんなものなの？ 

Ａ７ 登録者が１人で乗車したときは運賃の半額を支援（ただし、１運行１，０００円が上

限）、登録者が複数で乗車したときは１人１乗車につき最大５００円を支援します。 

登録者が複数で相乗りになるほどお得になります。 

例） ２人で相乗り⇒１運行につき最大１，０００円を支援 

   ３人で相乗り⇒１運行につき最大１，５００円を支援 

   ４人で相乗り⇒１運行につき最大２，０００円を支援 

（タクシー運賃から支援額を引いた額を利用者が負担。支援額がタクシー運賃を上回ること

はありません） 

Ｑ８ マイナンバーカードでマイタクの登録をしている人同士で相乗りするときはどうす

ればいいの？ 

Ａ８  

Ｑ９ 紙の利用券を持っている人と相乗りはできるの？ 

Ａ９ 可能です。マイナンバーカードでマイタクを登録している人は、タクシー車載機にマ

イナンバーカードをタッチしてください。有効期間内の利用券を持っている人は、利用登録

証を提示して、乗車時に利用券を運転手に渡してください。 

Ｑ＆Ａ 

問い合わせは前橋市役所交通政策課 ℡027-898-5844へ 


